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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化亜鉛を半導体層に用いた薄膜トランジスタの製造方法であって、
　それぞれがＩＩ族、ＩＩＩ族若しくはＩＶ族の別の金属から構成される対向ターゲット
のスパッタリングにより生成された金属粒子を反応性ガスと反応させつつゲート電極上ま
たは前記半導体層上に堆積することにより、ゲート絶縁膜を成膜する、
ことを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項２】
　酸化亜鉛を半導体層に用いた薄膜トランジスタの製造方法であって、
　一方がＴｉを含み他方がＳｉを含む対向ターゲットのスパッタリングにより生成された
粒子を反応性ガスと反応させつつゲート電極上または前記半導体層上に堆積することによ
り、ゲート絶縁膜を成膜する、
ことを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項３】
　前記反応性ガスがＯ２ガスまたはＮ２ガスを含む、
ことを特徴とする請求項２に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項４】
　酸化亜鉛を半導体層に用いた薄膜トランジスタの製造方法であって、
　一方がＴｉを含み他方がＡｌを含む対向ターゲットのスパッタリングにより生成された
金属粒子をＮ２ガスと反応させつつゲート電極上または前記半導体層上に堆積することに
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より、ゲート絶縁膜を成膜する、
ことを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項５】
　酸化亜鉛を半導体層に用いた薄膜トランジスタの製造方法であって、
　一方がＺｎＯを含み他方がＭｇを含む対向ターゲットを用いたスパッタリングを少なく
ともＮ２ガスを供給しつつ行うことにより、ゲート電極上または前記半導体層上に、（Ｚ
ｎＭｇＯ／ＺｎＯ：Ｎ）ｘ積層膜からなるゲート絶縁膜を成膜する、
ことを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項６】
　酸化亜鉛を半導体層に用いた薄膜トランジスタの製造方法であって、
　一方がＺｎＭｇＯを含み他方がＺｎＯ：Ｎを含む対向ターゲットを用いたスパッタリン
グを行うことにより、ゲート電極上または前記半導体層上に、（ＺｎＭｇＯ／ＺｎＯ：Ｎ
）ｘ積層膜からなるゲート絶縁膜を成膜する、
ことを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項７】
　ゲート電極が形成された基板を用意し、
　該基板上にゲート絶縁膜を形成し、
　対向して配置され、少なくともその一方が亜鉛から構成される一対のターゲットの間に
形成したプラズマによりスパッタリングして発生させた亜鉛粒子を、酸化させつつ、前記
プラズマから離間された基板に前記ゲート絶縁膜を介して前記ゲート電極と対応するよう
に堆積し、酸化亜鉛半導体膜を形成する薄膜トランジスタの製造方法であって、
　それぞれがＩＩ族、ＩＩＩ族若しくはＩＶ族の別の金属から構成される前記一対のター
ゲットのスパッタリングにより発生した金属粒子を、反応性ガスと反応させつつ、その酸
化物若しくは窒化物を堆積して前記ゲート絶縁膜を形成する、
ことを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項８】
　酸化亜鉛薄膜から構成されるチャネル層が形成された基板を用意し、
　それぞれがＩＩ族、ＩＩＩ族若しくはＩＶ族の別の金属から構成される対向ターゲット
のスパッタリングにより生成された金属粒子を、反応性ガスと反応させつつ、その酸化物
若しくは窒化物を前記基板上に堆積して前記チャネル層を絶縁するためのゲート絶縁膜を
形成し、
　該ゲート絶縁膜を介して、前記チャネル層と対応する位置に、ゲート電極を配置する、
ことを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、アクティブマトリックス液晶ＴＦＴ（Thin Film Transistor）のチャネル層（活
性層）にはアモルファスシリコン膜が広く用いられてきた。
　アモルファスシリコン膜の移動度は、略１ｃｍ２／（Ｖ・ｓ）と小さく、要求されるＴ
ＦＴ素子のＯＮ／ＯＦＦ特性を確保するために、配線線幅を細くすることができない。そ
のため、高精細、高輝度、高速応答等の性能が求められる次世代液晶ＴＦＴとして、アモ
ルファスシリコンに代わって、より結晶性が高く、移動度が大きい低温ポリシリコンを使
用した低温ポリシリコンＴＦＴが開発され、小型液晶装置等に導入されている。
【０００３】
　低温ポリシリコンの結晶化を促進し、移動度を向上させるために、エキシマレーザ装置
を用いたアニール等の処理が行われる。ＴＦＴ素子のソース・ドレイン間隔（略数μｍ）
と低温ポリシリコンの結晶粒子のサイズ（略１μｍ）とが近接するため、ソース電極とド
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レイン電極との間における結晶粒界の密度にばらつきが生じ易い。そのため、低温ポリシ
リコンを用いた場合には、面内で均一な動作特性を有するＴＦＴ素子を作成することが難
しく、従って、歩留まりが低い。また、エキシマレーザ装置等の製造装置が高価であり、
低温ポリシリコンに比較して、製造原価が高い。このため、現状では、低温ポリシリコン
ＴＦＴへの投資効果は小さい。
【０００４】
　一方、上述したアモルファスシリコン及び低温ポリシリコン以外の半導体材料を用いて
ＴＦＴ素子を作成することが、実験室規模で試みられている。酸化亜鉛（ＺｎＯ）は、エ
ネルギー準位の間隔（バンドギャップ）が広いこと、移動度が大きいこと、室温において
も結晶化することなどの利点を有するため、近時注目されている。
【０００５】
　酸化亜鉛膜は、例えば、分子線エピタキシ（Molecular Beam Epitaxy）あるいは有機金
属気相成長（Metalorganic Vapour Phase Epitaxy）等の方法により形成可能である。従
来、酸化亜鉛の成膜は、サファイヤ基板上やプラスチック基板上で行われているが、レー
ザによる励起が必要であり、大面積基板上への成膜には適さない。そのため、この成膜方
法は、生産性が低く、工業的に行われる成膜には適用できない。酸化亜鉛膜を大面積基板
上に成膜できる方法としてマグネトロンスパッタリング法が知られている（例えば、特許
文献１参照）。
【特許文献１】特開平９－８７８３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　マグネトロンスパッタリング法は、４インチのガラス基板上に半導体膜を形成すること
が可能であり、大型のターゲットを用いて、さらに大面積の成膜も検討されている。開発
が進められているＺｎＯ－ＴＦＴでは、マグネトロンスパッタリング法を用いて、略１０
００Å以下の厚さを有するＺｎＯ活性層が形成されている。
【０００７】
　しかし、マグネトロンスパッタリング法によるＺｎＯ薄膜の成膜では、成膜速度が略２
０Å／ｍｉｎと小さいという問題があった。さらに、基板がプラズマに曝されるため、基
板上に形成されたゲート絶縁膜が損傷されるという問題があった。例えば、Ｐ．Ｆ．Ｃａ
ｒｃｉａらは、Ｍａｔ．Ｒｅｓ．Ｓｏｃ．Ｓｙｍｐ．ｖｏｌ１７６９（２００３）に、従
来のマグネトロンスパッタリング法により活性層を作成したＺｎＯ－ＴＦＴ素子では、プ
ラズマがゲート絶縁膜及び活性層自体にダメージを与えるため、移動度が略５ｃｍ２／（
Ｖ・ｓ）に止まることを開示する。
【０００８】
　本発明は、高速な応答特性を有する薄膜トランジスタの製造方法を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明の第１の観点に係る薄膜トランジスタの製造方法は、
　酸化亜鉛を半導体層に用いた薄膜トランジスタの製造方法であって、
　それぞれがＩＩ族、ＩＩＩ族若しくはＩＶ族の別の金属から構成される対向ターゲット
のスパッタリングにより生成された金属粒子を反応性ガスと反応させつつゲート電極上ま
たは前記半導体層上に堆積することにより、ゲート絶縁膜を成膜する、
ことを特徴とする。
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明の第２の観点に係る薄膜トランジスタの製造方法は、
　酸化亜鉛を半導体層に用いた薄膜トランジスタの製造方法であって、
　一方がＴｉを含み他方がＳｉを含む対向ターゲットのスパッタリングにより生成された
粒子を反応性ガスと反応させつつゲート電極上または前記半導体層上に堆積することによ
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り、ゲート絶縁膜を成膜する、
ことを特徴とする。
【００１１】
　前記反応性ガスがＯ２ガスまたはＮ２ガスを含むことが望ましい。
【００１２】
　上記目的を達成するため、本発明の第３の観点に係る薄膜トランジスタの製造方法は、
　酸化亜鉛を半導体層に用いた薄膜トランジスタの製造方法であって、
　一方がＴｉを含み他方がＡｌを含む対向ターゲットのスパッタリングにより生成された
金属粒子をＮ２ガスと反応させつつゲート電極上または前記半導体層上に堆積することに
より、ゲート絶縁膜を成膜する、
ことを特徴とする。
【００１３】
　上記目的を達成するため、本発明の第４の観点に係る薄膜トランジスタの製造方法は、
　酸化亜鉛を半導体層に用いた薄膜トランジスタの製造方法であって、
　一方がＺｎＯを含み他方がＭｇを含む対向ターゲットを用いたスパッタリングを少なく
ともＮ２ガスを供給しつつ行うことにより、ゲート電極上または前記半導体層上に、（Ｚ
ｎＭｇＯ／ＺｎＯ：Ｎ）ｘ積層膜からなるゲート絶縁膜を成膜する、
ことを特徴とする。
【００１４】
　上記目的を達成するため、本発明の第５の観点に係る薄膜トランジスタの製造方法は、
　酸化亜鉛を半導体層に用いた薄膜トランジスタの製造方法であって、
　一方がＺｎＭｇＯを含み他方がＺｎＯ：Ｎを含む対向ターゲットを用いたスパッタリン
グを行うことにより、ゲート電極上または前記半導体層上に、（ＺｎＭｇＯ／ＺｎＯ：Ｎ
）ｘ積層膜からなるゲート絶縁膜を成膜する、
ことを特徴とする。
【００１５】
　上記目的を達成するため、本発明の第６の観点に係る薄膜トランジスタの製造方法は、
　ゲート電極が形成された基板を用意し、
　該基板上にゲート絶縁膜を形成し、
　対向して配置され、少なくともその一方が亜鉛から構成される一対のターゲットの間に
形成したプラズマによりスパッタリングして発生させた亜鉛粒子を、酸化させつつ、前記
プラズマから離間された基板に前記ゲート絶縁膜を介して前記ゲート電極と対応するよう
に堆積し、酸化亜鉛半導体膜を形成する薄膜トランジスタの製造方法であって、
　それぞれがＩＩ族、ＩＩＩ族若しくはＩＶ族の別の金属から構成される前記一対のター
ゲットのスパッタリングにより発生した金属粒子を、反応性ガスと反応させつつ、その酸
化物若しくは窒化物を堆積して前記ゲート絶縁膜を形成する、
ことを特徴とする。
【００１６】
　上記目的を達成するため、本発明の第７の観点に係る薄膜トランジスタの製造方法は、
　酸化亜鉛薄膜から構成されるチャネル層が形成された基板を用意し、
　それぞれがＩＩ族、ＩＩＩ族若しくはＩＶ族の別の金属から構成される対向ターゲット
のスパッタリングにより生成された金属粒子を、反応性ガスと反応させつつ、その酸化物
若しくは窒化物を前記基板上に堆積して前記チャネル層を絶縁するためのゲート絶縁膜を
形成し、
　該ゲート絶縁膜を介して、前記チャネル層と対応する位置に、ゲート電極を配置する、
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、高速な応答特性を有する薄膜トランジスタの製造方法を提供すること
ができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明の実施形態にかかる透明導電膜が形成されたＴＦＴ素子及び透明導電膜の形成方
法について、以下図面を参照して説明する。
【００２１】
　図１－（ａ），（ｂ）は、それぞれ、本発明の実施形態にかかるＴＦＴ素子の構造を示
す拡大平面図及び拡大断面図である。
　図示されるように、メタルマスクを介したＥＢ（Electron Beam）蒸着により形成され
たＡｌ等の金属からなるゲート電極１１を覆うように、市販のガラス基板１０上に、ＰＥ
ＣＶＤ（Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition）により２５０℃の雰囲気温度に
て成膜された窒化シリコン膜などからなるゲート絶縁膜１２が形成されている。このゲー
ト絶縁膜上に、後述するように、対向ターゲット方式の反応性ＤＣマグネトロンスパッタ
リングにより、メタルマスクを介して略６０Å／ｍｉｎの成膜速度にて、略１０００Åの
厚さを有する酸化亜鉛（ＺｎＯ）チャネル層（活性層）１３が成膜されている。このＺｎ
Ｏ活性層１３を介して対向するソース／ドレイン電極１４が、メタルマスクを介したＡｌ
等の金属のＥＢ蒸着により形成されて、ボトムゲート構造のＺｎＯ－ＴＦＴ素子１が製造
される。ここで、ＳＤ電極間隔Ｌは、１００μｍであり、ＳＤ電極幅Ｗは、１．５ｍｍで
ある。
【００２２】
　図２に、半導体パラメータアナライザを用いて測定されたＴＦＴ素子１のＯＮ／ＯＦＦ
特性の一例を示す。ＳＤ電極間に１０Ｖの電圧が印加されたときのＯＮ／ＯＦＦ比は、３
×１０７以上であった。なお、図示されるように、ゲート電圧Ｖｇが印加されない時（Ｖ
ｇ＝０Ｖ）のＳＤ電極間のＯＦＦ電流は、測定器の検出感度５×１０－１５Ａ以下であっ
た。ゲート電圧１０Ｖが印加された時（Ｖｇ＝１０Ｖ）のＳＤ電極間のＯＮ電流は、４×
１０－８Ａであった。
【００２３】
　図３に、図２に示されるＴＦＴ素子のＯＮ／ＯＦＦ特性のヒステリシス曲線を示す。図
示されるように、繰り返し測定では、ＳＤ電極間のＯＦＦ電流は、略５×１０－１３Ａで
あり、ＳＤ電極間のＯＮ電流は、８×１０－７Ａであった。
【００２４】
　図４に、ＸＲＤ（X-ray Diffraction）を用いて測定されたＴＦＴ素子１のＺｎＯ活性
層１３の回折スペクトルの一例を示す。図示されるように、このＺｎＯ活性層１３は、ｃ
軸（００２）方向のピーク強度１５５５．６ｃｐｓ、半値幅（ＦＷＨＭ）０．４４により
表される結晶性を有している。
【００２５】
　次に、図５を参照して、ＺｎＯ活性層の成膜方法について簡単に説明する。
　同一の高純度のＺｎからなる１組（実施例では２個）の所定の純度のターゲットＡ、タ
ーゲットＢを、対向した配置されたアースシールド１２１内に配置する。
　永久磁石１２２が配置された電極板１２３に、ＤＣ電源１２８により負電圧を印加して
、形成された電磁場の作用により対向するターゲットＡ，Ｂの間に発生させたプラズマで
、成膜室１２４上部から導入されたアルゴンガスを励起して、励起されたアルゴンイオン
で、Ａ，Ｂターゲットをスパッタリングする。
　このとき、成膜室１２４内の下部側の載置台１２６上に載置された基板１２５近傍に、
ガス供給ラインから、酸素ガスを所定の流量にて供給し、該基板１２５の表面近傍にて、
スパッタリングされたＺｎ粒子を反応させて、ＳｉＮゲート絶縁膜上に所定の膜厚のＺｎ
Ｏ膜を堆積する。
　ここで、基板１２５は、成膜中、ＲＦ電源１２９の印加により発生するプラズマから鉛
直下方に離間された位置に載置されており、プラズマの影響を実質的に受けない。
　また、アースシールド１２１が配置される成膜室１２４上部に供給されるアルゴンガス
に対して酸素ガスは、基板１２５が配置される成膜室１２４下部に対して供給される。ア
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ルゴンガスは、成膜室１２４上部にて確保され、基板１２５近傍に供給された酸素ガスは
、成膜室１２４下部に滞留する。成膜室１２４上部に発生するプラズマは成膜室１２４上
部に閉じ込められ、成膜室１２４下部には発生しない。したがって、対向するターゲット
Ａ，Ｂの間に生成したプラズマは、アルゴンガスを励起するが、基板１２５近傍の酸素ガ
スは励起しない。
　なお、ガラス基板は、図示しない駆動装置により旋回可能であるが、ＺｎＯの成膜中に
は静止されており、バイアス電圧は印加されず、基板温度は室温である。
　従って、載置台１２６の下方に備えられたヒータ１２７は、使用しないか、あるいはガ
ラス基板が室温になるように加熱する。
【００２６】
　対向ターゲット方式の反応性ＤＣマグネトロンスパッタでは、プラズマが基板上方の対
向するターゲットＡ，Ｂ間に形成され、直接基板１２５に作用しないため、ＺｎＯ活性層
は、ゲート電極及びゲート絶縁膜にダメージを加えずに形成される。
　図１に戻って、ＺｎＯ活性層１３では、ゲート電極１１に印加される電圧により誘起さ
れるキャリアがＳＤ電極間を移動する。ｃ軸（００２）方向への優先配向を示す結晶性の
良好なＺｎＯ活性層１３は、上記キャリアの移動度を相対的に高く維持する。そのため、
ＴＦＴ素子１は、ゲート電極及びチャネル層を細線化しても相対的に高いＯＮ／ＯＦＦ電
流比を有し、スイッチングに対して高速に応答する。
【００２７】
　以下、実施例を用いて、本発明の実施形態にかかるＺｎＯ活性層、積層絶縁膜の特性及
び成膜条件についてさらに詳しく説明する。
　（実施例１）
　図６に示すように、ゲート電極１１及びゲート絶縁膜１２が形成されたコーニング＃１
７３７と同等のガラス基板１０を、図５に示す対向ターゲット式のスパッタリング装置の
成膜室１２４内に５Ｎ純度のＺｎからなる一組のターゲットＡ，Ｂを配置し、表１に示す
成膜条件にて、略１０００ÅのＺｎＯ活性層を形成した。次いで、メタルマスクを介した
ＡｌのＥＢ蒸着により、図１に示すＺｎＯ活性層のチャネル領域上で分離されたソース／
ドレイン電極１４を形成した。
（成膜条件）
【表１】

【００２８】
　ＸＲＤを用いて、このＺｎＯ膜と比較例１にて成膜されたＺｎＯ膜との回折スペクトル
を測定した。図７に、両者の回折スペクトルを示す。実施例１のＺｎＯ膜は、比較例１の
ＺｎＯ膜に比して、（００２）方位に略６倍のピーク強度を有し、その半値幅（ＦＷＨＭ
）も、比較例１のＺｎＯ膜より小さい。
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【００２９】
　形成されたＺｎＯ膜の一部を傷つけ、その断面を露出させて、４５度斜めの角度からＳ
ＥＭ観察を行った。図８に、表面のＳＥＭ観察像を示す。点線で示された領域の表面は、
平滑である。また、その領域には、２０ｎｍ以下のグレインが観察された。なお、基板表
面のダメージは、観察されなかった。
【００３０】
　（実施例２）
　５Ｎ純度Ｔｉと５Ｎ純度Ｓｉとを対向ターゲットに用いて、基板温度を７０℃とした以
外は、表１に記載された条件に設定して、Ａｌゲート電極が形成されたガラス基板上に（
ＴｉＯｘ／ＳｉＯｙ）ｚ積層膜をゲート絶縁膜として形成した。表２に示すように、ＳＥ
Ｍ観察によれば、（ＴｉＯｘ／ＳｉＯｙ）ｚ積層膜は、平滑な表面を有していた。次いで
、実施例１と同様にして、ＺｎＯ活性層、ＳＤ電極を順次形成し、図１に示すＴＦＴ素子
を得た。
（形成された各種積層膜のＳＥＭ観察結果）

【表２】

【００３１】
　（実施例３）
　Ｏ２ガスの代わりにＮ２ガスを供給し、その流量を５０ｓｃｃｍとし、基板温度を１５
０℃とした以外は、実施例２と同様にして、Ａｌゲート電極が形成されたガラス基板上に
（ＴｉＮｘ／ＳｉＮｙ）ｚ積層膜を形成した。表２に示したように、ＳＥＭ観察によれば
、（ＴｉＮｘ／ＳｉＮｙ）ｚ積層膜は、平滑な表面を有していた。次いで、実施例１と同
様にして、ＺｎＯ活性層、ＳＤ電極を順次形成し、図１に示すＴＦＴ素子を得た。
【００３２】
　（実施例４）
　実施例３で用いた５Ｎ純度Ｓｉの代わりに、５Ｎ純度Ａｌを対向ターゲットに使用して
、基板温度を１００℃とした以外は、実施例３と同様にして、Ａｌゲート電極が形成され
たガラス基板上に（ＴｉＮｘ／ＡｌＮｙ）ｚ積層膜を形成した。表２に示したように、Ｓ
ＥＭ観察によれば、（ＴｉＮｘ／ＡｌＮｙ）ｚ積層膜は、平滑な表面を有していた。次い
で、実施例１と同様にして、ＺｎＯ活性層、ＳＤ電極を順次形成し、図１に示すＴＦＴ素
子を得た。
【００３３】
　（実施例５）
　intrinsic-ＺｎＯと５Ｎ純度Ｍｇとを対向ターゲットに用いて、Ｏ２ガスの流量をゼロ
とし、Ｎ２ガスを２５ｓｃｃｍの流量で供給した以外は実施例１と同様にして、Ａｌゲー
ト電極が形成されたガラス基板上に、（ＺｎＭｇＯ／ＺｎＯ：Ｎ）ｘ積層膜を形成した。
表２に示したように、ＳＥＭ観察によれば、（ＺｎＭｇＯ／ＺｎＯ：Ｎ）ｘ積層膜は、平
滑な表面を有していた。次いで、実施例１と同様にして、ＺｎＯ活性層、ＳＤ電極を順次
形成し、図１に示すＴＦＴ素子を得た。
【００３４】
　（実施例６）
　亜鉛とマグネシウムとの共酸化物（ＺｎＭｇＯ）、及び、窒素が配位した亜鉛酸化物（
ＺｎＯ：Ｎ）を対向ターゲットに用いて、Ｎ２流量をゼロとした以外は、実施例５と同様
にして、Ａｌゲート電極が形成されたガラス基板上に（ＺｎＭｇＯ／ＺｎＯ：Ｎ）ｘ積層
膜を形成した。ＳＥＭ観察によれば、（ＺｎＭｇＯ／ＺｎＯ：Ｎ）ｘ積層膜は、平滑な表
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面を有していた。次いで、実施例１と同様にして、ＺｎＯ活性層、ＳＤ電極を順次形成し
、図１に示すＴＦＴ素子を得た。
【００３５】
　（実施例７）
　断面の長軸の大きさが３００ｍｍのサイズの５Ｎ純度の金属亜鉛ターゲットを用いた以
外は、実施例１と同様の成膜条件にて、Ａｌゲート電極及びＳｉＮゲート絶縁膜が形成さ
れた２枚の４インチガラス基板に、ＺｎＯ膜を形成した。形成されたＺｎＯ膜の平均厚さ
は、略１０００Åであり、それぞれの基板の膜厚の面内のばらつきは、略１０％以下であ
った。
【００３６】
　（比較例１）
　被処理基板がターゲットに対面して配置される周知の高周波マグネトロンスパッタリン
グ装置を用いて、表３に示す成膜条件にて、Ａｌゲート電極及びＳｉＮゲート絶縁膜が形
成されたガラス基板上に略１０００Åの膜厚を有するＺｎＯ膜を形成した。
（高周波マグネトロンスパッタによる成膜条件）
【表３】

　図７に示したように、比較例１のＺｎＯ膜は、（００２）方位に２４７．１ｃｐｓのピ
ーク強度を有し、その半値幅（ＦＷＨＭ）は、０．５１であった。
　実施例１と同様にして、ＺｎＯ膜のＳＥＭ観察を行った。図９に、表面のＳＥＭ観察像
を示す。膜の表面は、実施例１に比較して粗く、その表面には、略５０ｎｍのグレインが
観察された。
【００３７】
　以上説明したように、本発明の実施形態によれば、ＺｎＯ活性層を対向ターゲット方式
の反応性スパッタリング法を用いて形成するため、ボトムゲート構造のＺｎＯ－ＴＦＴ素
子において、ゲート電極及びゲート絶縁膜にプラズマダメージを加えずに、ＺｎＯ活性層
を形成することができる。
【００３８】
　比較例１に示した条件で作成された、ボトムゲート構造（逆スタガ構造）のＴＦＴ素子
では、ゲート絶縁膜のダメージが観察され、ＴＦＴ素子の動作に関して、移動度の低下、
ＯＦＦ電流の上昇などの望ましくない結果が得られた。
【００３９】
　このことは、被処理基板がターゲットに対面していることにより引き起こされたと考え
られる。
　被処理基板の位置がターゲットの軸方向からずらされた状態（オフアクシス）となる、
対向ターゲット方式のマグネトロンスパッタリング法を用いて、ＺｎＯ薄膜を被処理基板
上に成膜することにより、基板へのプラズマダメージが大幅に低減された。
【００４０】
　また、上記の実施形態によれば、基板を加熱することなく、ＺｎＯ活性層を形成できる
。このとき、ＺｎＯ活性層の試料温度は、略７０℃以下である。
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【００４１】
　さらに、上記の実施形態によれば、略１５０Å／ｍｉｎ以上の高い成膜速度を実現する
ことができる。
　従来の高抵抗酸化亜鉛ターゲットを用いた高周波マグネトロンスパッタリング法による
ＺｎＯ薄膜の形成では、成膜速度は、略２０Å／ｍｉｎであった。上記の高純度の導電性
金属亜鉛ターゲットを用いて、酸素ガスが導入された反応性ＤＣマグネトロンスパッタリ
ング法により、ＺｎＯ薄膜は、略１５０Å／ｍｉｎ以上の高い成膜速度にて、形成可能で
ある。
【００４２】
　上記の実施形態によれば、従来の高周波マグネトロンスパッタリングに比較して、Ｚｎ
Ｏ膜の結晶性が向上する。
【００４３】
　本発明は、上記の実施形態に限定されず、その応用及び変形等は任意である。
　上記の実施形態では、ゲートが形成されたＴＦＴ素子にＺｎＯ活性層を成膜し、ボトム
ゲート構造のＴＦＴ素子を得ると説明した。しかし、ＺｎＯ活性層を成膜した後、ゲート
電極を形成してもよい。例えば、図１０に示すように、ガラス基板２１上に、対向ターゲ
ット方式の反応性ＤＣマグネトロンスパッタリングにより、略１０００Åの厚さを有する
ＺｎＯ活性層２２を成膜する。このＺｎＯ活性層２２上に、ソース／ドレイン電極２３、
ゲート絶縁膜２４、ゲート電極２５を順次形成して、トップゲート構造のＴＦＴ素子２０
が得られる。
　この場合には、ゲート絶縁膜２４を形成するときに、その処理温度で、ＺｎＯ活性層２
２がアニールされる。そのため、ＺｎＯ活性層２２の結晶性がさらに向上し、その結果、
移動度も上昇する。
【００４４】
　上記の実施形態では、Ａｌゲート電極に対応するように形成されたＺｎＯ活性層を挟む
ようにして、対向するＳＤ電極を形成すると説明した。しかし、図１１－（ａ）に示すよ
うに、ゲート絶縁膜１２上に形成されたＺｎＯ活性層１３上に、その下面全体がＺｎＯ活
性層１３に接するように、互いに対向するＳＤ電極１４を形成してもよい。
【００４５】
　また、上記の実施形態では、ｎ＋領域については特に説明しなかったが、ＴＦＴ素子の
ＯＮ電流特性を向上させるため、ｎ＋領域を形成することが望ましい。
図１１－（ｂ）に示すように、ゲート絶縁膜１２上に形成されたＺｎＯ活性層１３上に、
対向ターゲット方式のＤＣマグネトロンスパッタリング法を用いて、例えばインジウム及
び亜鉛をターゲットとして、若しくは、ガリウム及び亜鉛をターゲットとして、酸素ガス
を用いた反応性スパッタリングにより、抵抗の低い透明導電膜（酸化亜鉛膜）１５をｎ＋

領域として形成することが好ましい。この場合、インジウム－亜鉛酸化物（ＩｎＺｎＯ）
またはガリウム－亜鉛酸化物（ＧａＺｎＯ）等の同一材料からなる一組のターゲットを用
いて、実施例１と同様にマグネトロンスパッタリングによりｎ型の酸化亜鉛膜を形成する
こともできる。なお、ｎ＋領域として、ＡｌＺｎＯ、ＺｎＯ：Ｆ等のＺｎＯの他の金属と
の共酸化物や非金属原子の配位したＺｎＯ酸化物膜を使用することもできる。
　また、対向ターゲット方式の反応性ＤＣマグネトロンスパッタリング法によりｐ型の酸
化亜鉛半導体膜を形成することも可能である。この場合、酸化亜鉛を主材料とし、Ｇａ、
Ｉｎ、Ａｌ等のドナーを含む同一の材料からなる複数のターゲットを一組として、対向タ
ーゲット方式のＤＣマグネトロンスパッタリング装置を用いて、Ｎ２ガスを供給すること
により、ドナーおよびＮを含むＰ型の酸化亜鉛半導体を形成することができる。
【００４６】
　上記の実施形態では、基板温度は室温に設定されると説明したが、ＺｎＯ薄膜の結晶性
を向上させるため、基板上に堆積された未反応のＺｎ粒子と、Ｏ２等の反応性ガスとの反
応性を促進するため、及びＺｎＯ薄膜の成膜速度を向上させるために、基板の表面を、ヒ
ータ等により加熱して、昇温してもよい。
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【００４７】
　上記の実施形態では、ガラス基板にバイアス電圧を印加することについては特に説明し
なかった。しかし、さらにＺｎＯ膜の結晶性を向上させるため、ＤＣ、パルスもしくは高
周波電圧のバイアス電圧（電界）を印加してもよい。この場合、バイアス電圧を制御する
ことにより、電極板に印加される電圧が相対的に小さくても、ガラス基板表面に、イオン
成分の運動エネルギーをコントロールして従来の高周波マグネトロンスパッタリングと同
等な入射エネルギーにて、スパッタリングされた粒子を堆積することが可能となる。一方
、従来法によるＺｎＯ膜の形成では、プラズマダメージを最小限にするために、基板に自
己バイアス電圧を印加することができない。そのため、高い運動エネルギー成分を有する
スパッタリングされた粒子のイオンエネルギーを制御することができなかった。
【００４８】
　上記の実施形態では、静止された２枚の４インチ被処理基板に、１０％以内の面内均一
性で、同時に成膜可能であると説明した。さらに、成膜中にガラス基板を順次旋回させる
ことにより、連続して幅３００ｍｍの成膜を行うことができる。また、断面の長軸が３０
０ｍｍより大きいターゲットを使用することにより、幅３００ｍｍ以上の成膜も可能であ
る。このように、ガラス基板の移動とターゲットサイズの変更により、さらに大面積のＺ
ｎＯ膜を同時に成膜することもできる。
【００４９】
　上記の実施形態では、成膜時、酸素ガス等を導入すると説明したが、成膜速度の向上、
反応性の向上のために、活性化した酸素、オゾン、原子状酸素、酸素ラジカル等を導入し
てもよい。
【００５０】
　上記の実施形態では、定電流ＤＣ電源から電極板に電圧を印加すると説明したが、パル
ス電源あるいは高周波電源を用いて電極板に電圧を印加するようにしてもよい。この場合
、パルス電源にはパルス同調回路、高周波電源にはマッチングボックス等の所定の整合装
置が含まれる。
【００５１】
　上記の実施形態では、窒化シリコンからなるゲート絶縁膜は、ＰＥ－ＣＶＤにより２５
０℃の処理温度にて形成されると説明したが、高周波の電界成分も利用されるＩＣＰ（in
ductive coupled plasma）－ＣＶＤにより、例えば１５０℃以下の処理温度にてゲート絶
縁膜を成膜してもよい。
【００５２】
　上記の実施形態では、ゲート絶縁膜をＰＥ－ＣＶＤにより形成すると説明したが、ゲー
ト絶縁膜は窒化シリコン膜に限定されない。対向ターゲット方式のスパッタリングにより
、ガラス基板３１上に形成されたゲート電極３２を覆うように、（ＴｉＯｘ／ＳｉＯｙ）
ｚ積層膜、（ＴｉＮｘ／ＳｉＮｙ）ｚ積層膜、（ＺｎＭｇＯ／ＺｎＯ：Ｎ）ｘ積層膜等の
いずれかからなるゲート絶縁膜３３を形成して、図１２に示すＴＦＴ素子３０を製造して
もよい。この場合、この積層膜からなるゲート絶縁膜３３上にＺｎＯ活性層３４およびＳ
Ｄ電極３５を形成してＴＦＴ素子３０が得られる。
　なお、実施例では、上記金属のターゲットから構成される一組のターゲット、若しくは
、上記金属の酸化物または窒化物から構成される一組のターゲットのスパッタリングによ
り、上記絶縁膜を形成すると説明した。しかし、一方が金属ターゲットで、他方が金属酸
化物または金属窒化物から構成される一組のターゲットをスパッタリングして、上記絶縁
膜を形成することもできる。
【００５３】
　上記の実施形態では、ＴＦＴ素子１は、ガラス基板１０上に構成されると説明した。し
かし、ゲート絶縁膜を１５０℃以下の処理温度で、ＺｎＯ活性層を室温にて成膜すること
ができるので、ＴＦＴ素子をプラスチック基板上に構成することが可能である。
　また、プラスチック基板上に構成される素子は、ＴＦＴに限定されず、ＭＯＳＦＥＴ（
Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor）、ＭＥＳＦＥＴ（Metal-Semicon
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ductor Field Effect Transistor）等の薄膜トランジスタであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の実施形態に係るＴＦＴ素子の構造を示す模式図である。　（ａ）は拡大
平面図である。（ｂ）は拡大断面図である。
【図２】半導体パラメータアナライザを用いて測定された図１のＴＦＴ素子のＯＮ／ＯＦ
Ｆ特性の例を示す測定チャートである。
【図３】半導体パラメータアナライザを用いて測定された図１のＴＦＴ素子のＯＮ／ＯＦ
Ｆ特性の別の例を示す測定チャートである。
【図４】ＸＲＤにより測定されたＺｎＯ活性層の回折スペクトルの例を示す模式図である
。
【図５】本発明の実施形態に係る対向ターゲット方式のマグネトロンスパッタリング装置
の概略構成を示す模式図である。
【図６】本発明の実施形態に係るボトムゲート構造が形成されたＴＦＴ素子を示す模式図
である。　（ａ）は平面図である。（ｂ）は断面図である。
【図７】実施例１及び比較例１で形成されたＺｎＯ活性層のＸＲＤにより測定された回折
スペクトルの例を示す模式図である。
【図８】実施例１で形成されたＺｎＯ活性層の膜表面を示すＳＥＭ画像である。
【図９】比較例１のＺｎＯ活性層の膜表面を示すＳＥＭ画像である。
【図１０】ＴＦＴ素子の別の構成を示す模式図である。
【図１１】（ａ）は、ＴＦＴ素子の他の構成を示す模式図である。　（ｂ）は、ｎ＋領域
が形成されたＴＦＴ素子の概略構造を示す模式図である。
【図１２】別のゲート構造を有するＴＦＴ素子の構造を示す模式図である。
【符号の説明】
【００５５】
　１　　ＴＦＴ素子
　１０　ガラス基板
　１１　Ａｌゲート電極
　１２　ＳｉＮゲート絶縁膜
　１３　ＺｎＯ活性層
　１４　ソース／ドレイン電極
　２０　ＴＦＴ素子
　２１　ガラス基板
　２２　ＺｎＯ活性層
　２３　ソース／ドレイン電極
　２４　ＳｉＮゲート絶縁膜
　２５　Ａｌゲート電極
　３０　ＴＦＴ素子
　３１　基板
　３２　Ａｌゲート電極
　３３　ゲート絶縁膜
　３４　ＺｎＯ活性層
　３５　ソース／ドレイン電極
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図８】
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